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(57)【要約】
【課題】椅子等に腰かけている際に簡便に使用でき、大
腿部を締め付けすぎずに適度に股関節を伸張させる運動
ができる股関節運動補助具を提供する。
【解決手段】股関節運動補助具は、左脚に巻きつける左
脚部と、右脚に巻きつける右脚部と、前記左脚部と前記
右脚部との間に設けられ、ボールを保持または収納する
空間となるように構成されたボール収納部と、を有し、
少なくとも該ボール収納部の付近が伸縮性を有するよう
に構成されていることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左脚に巻きつける左脚部と、
　右脚に巻きつける右脚部と、
　前記左脚部と前記右脚部との間に設けられ、ボールを保持または収納可能となるように
構成されたボール収納部と、
を有し、少なくとも該ボール収納部の付近が長手方向に伸縮性を有するように構成されて
いる
ことを特徴とする股関節運動補助具。
【請求項２】
　前記ボール収納部は、両端部に留め部材が備えられた帯状のものからなり、ボールの大
きさに合わせて巻き付けて環状となってボールを保持可能となるように構成されている
ことを特徴とする請求項1に記載の股関節運動補助具。
【請求項３】
　前記ボール収納部は、伸縮性を有する素材からなり、あらかじめ環状に構成され、一端
部が左脚部に接続され、他端部が右脚部に接続されて、使用する際にはボール１つを収納
できる程度の大きさに広がる
ことを特徴とする請求項1に記載の股関節運動補助具。
【請求項４】
　前記ボール収納部は、２つに分割されており、それぞれ、ボール１つずつを収納できる
程度の大きさとなる
ことを特徴とする請求項1に記載の股関節運動補助具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、股関節を手軽に運動させるときに用いる補助具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　超高齢化社会と言われる中、運動不足の中高年者を中心に、腰痛や膝痛を抱える人は数
多い。その原因としては、種々のことが言われているが、股関節を適切に伸張運動させる
（ストレッチさせる）ことで、腰痛や膝痛を和らげたり予防したりすることができると言
われている。股関節ストレッチ運動は、特に高齢者の転倒予防にも有効であると言われて
おり、骨折予防、健康維持にもつながる。
【０００３】
　股関節ストレッチ運動としては、種々の方法が提案されている。例えば、床に座って両
脚を大きく開いて前屈することで股関節を伸ばす運動や、スポーツジムなどに置かれてい
るようなトレーニング用の器具で両脚を大きく開閉させることで股関節を伸ばす運動が知
られている。
　しかし、日頃運動不足の中高年者にとっては、これらのトレーニングは敷居が高くなか
なか実行できないので、家庭や介護用施設等で、もっと簡単かつ気軽にできることが望ま
れている。
【０００４】
　家庭で簡便にできることとしては、椅子に座っている際に、両脚を少し広げることと閉
じることを複数回繰り返す開閉運動や、両膝の間に少し柔らかめのボールを挟んで両側か
ら抑え込むようにして数秒程度維持することを数回繰り返すことなどが考えられる。
しかし、両膝の間にボールを挟んで数秒維持したのち両脚を少し広げると、ボールが落ち
てしまう。その都度ボールを両膝の間に挟むのは、やや面倒であり、運動意欲を妨げる要
因となる。
【０００５】
　一方で、座っている際に両脚を開きすぎてしまうと、姿勢が悪くなり、疲労感を伴う。
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両脚が開きすぎることにより、腰や背中が痛くなることもある。このような状況を防ぐた
めのものとして、本発明者は、特許文献１において開脚抑制具を提案している。特許文献
１に記載の開脚抑制具でも両脚の間にボールを挟むことはできないことはないが不便であ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第３２０１７７０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、椅子等に腰かけている際に簡便に使用でき
るもので、両脚大腿部（両膝付近）の間にボールを挟み、両脚をボールの中心に向かって
力を入れて落とさないようにすることと、両脚を開きすぎない程度に少し開くこととを繰
り返すという運動を補助するための用具を提供することにある。併せて、椅子等に腰かけ
ている際の過度な開脚を抑制することができるものを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、本発明の一態様による股関節運動補助具は、左脚に巻きつ
ける左脚部と、右脚に巻きつける右脚部と、前記左脚部と前記右脚部との間に設けられ、
ボールを保持または収納可能となるように構成されたボール収納部と、を有し、少なくと
も該ボール収納部の付近が長手方向に伸縮性を有するように構成されていることを特徴と
する。
「ボール収納部の付近」とは、左脚部及び右脚部のボール収納部寄りの部分のことで、使
用する際に両脚の間に位置する部分のことである。
【０００９】
　本明細書において、「ボール収納部」の「収納」とは、必ずしもボールを完全に見えな
くなるように「しまう」ということは意味しておらず、一部分が見えていても良い。使用
状態において、両脚を開いた際に（両脚がボールを抑えていない際に）、ボールの下部を
支えるなどして、ボールが落ちない程度に保持できていればよい。
【００１０】
　左脚部と右脚部の間にボール収納部を設けることで、両脚の間にボールを挟むことがで
き、両脚を開いた際にボールが落ちるのを防ぐことができる。少なくともボール収納部の
付近が長手方向に伸縮性を有するように構成されているので、ボールをボール収納部に格
納して両脚を開閉することができる。すなわち、両側から抑え込むようにすることと少し
両膝を開くこととを繰り返す股関節ストレッチ運動を行うことが容易にできる。したがっ
て、本発明によれば、股関節ストレッチ運動を家庭等でも手軽に行うことができる。
【００１１】
　ボール収納部と全体的につながった各脚部が各脚に巻き付けられることにより、両脚の
開閉運動をする際に両脚が開きすぎたりすることを抑制できる。したがって、本発明によ
れば、過度な開脚を抑制することができる。
【００１２】
　本発明の一態様による股関節運動補助具において、ボール収納部は、両端部に留め部材
が備えられた帯状のものからなり、ボールの大きさに合わせて巻き付けて環状となってボ
ールを保持可能となるように構成されていてもよい。
【００１３】
　本発明の一態様による股関節運動補助具において、ボール収納部は、伸縮性を有する素
材からなり、あらかじめ環状に構成され、１端部が左脚部に接続され、他端部が右脚部に
接続されて、使用する際にはボール１つを収納できる程度の大きさに広がることを特徴と
していてもよい。
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【００１４】
　また、本発明の一態様による股関節運動補助具において、ボール収納部は、２つに分割
されており、それぞれ、小さめのボール１つを収納できる程度の大きさであってもよい。
【００１５】
　また、本発明の一態様による股関節運動補助具の構成要件として、ボールは必須ではな
いが、用いるボールは、両脚大腿部のひざ付近で押さえることを想定しているため、柔ら
かめのゴム製、ウレタン製、樹脂製などの適度な弾力性のあるボールが好ましく、硬いボ
ールは適していない。市販されていて通常入手できるものを適宜利用することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　上記のような構成を採っているので、本発明によれば、簡便に股関節ストレッチ運動を
行う補助ができると共に過度な開脚を抑制するための用具を提供することができる。すな
わち、両膝の間にボールを挟み、内側に力を入れて落とさないようにすることと、両脚を
開くこととを繰り返すという運動を補助することができると共に、過度な開脚を抑制する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態の股関節運動補助具を両脚の大腿部に巻きつけ
てボールを収納した使用状態を正面から見た模式的な図である。
【図２】図２は、本発明の第１の実施形態の股関節運動補助具を開いた状態で斜め上から
見た模式的な斜視図である。
【図３】図３は、本発明の第２の実施形態の股関節運動補助具を両脚の大腿部に巻きつけ
てボールを収納した使用状態を正面から見た模式的な図である。
【図４】図４は、本発明の第２の実施形態の股関節運動補助具を開いた状態で斜め上から
見た模式的な斜視図である。
【図５】図５は、本発明の第２の実施形態の股関節運動補助具を上面（表：おもて）から
見た模式的な上面図である。
【図６】図６は、本発明の第２の実施形態の股関節運動補助具を底面（裏：うら）から見
た模式的な底面図である。
【図７】図７は、本発明の第２の実施形態の股関節運動補助具の正面図である。
【図８】図８は、本発明の第３の実施形態の股関節運動補助具を両脚の大腿部に巻きつけ
てボールを収納した使用状態を正面から見た模式的な図である。
【図９】図９は、本発明の第３の実施形態の股関節運動補助具を開いた状態で斜め上から
見た模式的な斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
（第１の実施形態）
　本発明を実施するための第１の実施形態について、図１及び図２を参酌しながら説明す
る。図１は、本実施形態の股関節運動補助具を両脚の大腿部に巻きつけてボールを収納し
た使用状態を正面から見た模式的な図である。図２は、本実施形態の股関節運動補助具を
開いた状態で斜め上から見た模式的な斜視図である。
【００１９】
　図２において、細い複数の線を付した領域は、その部分が、少なくとも長手方向の伸縮
性を有していることを示している。例えば、ウレタン等を含んだ布（スパンデックス等）
や、ゴム等の伸縮性素材で構成されている。細かい点々もしくはメッシュを付した領域は
、その部分が、留め部材（例えば面ファスナーやフック等）であることを示している。
【００２０】
　図１及び図２に示されるように、本発明の一実施形態である股関節運動補助具１は、全
体としては細長く帯状（バンド状）であり、左脚に巻き付ける左脚部と、右脚にまきつけ
る右脚部とを有し、それらの間、すなわち中央部に、ボール収納部２を有している。股関
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節運動補助具１は、脚やボールに巻き付けられるように、可撓性を有する素材、例えば布
、ゴムなどで構成されている。その長手方向のほぼ中央（符号Ｃ）は、短手方向に例えば
カン止め縫製もしくは圧着されて頑丈に固定されている。図示するように、中央Ｃを境に
その両側は、それぞれ二股に分かれている（図２において、図面上側の符号３の部分と、
図面下側の符号４，８，９の部分）。図面上側の帯（符号３）は、左右それぞれ途中から
さらに二股に分かれている（符号７）。
【００２１】
　図２における図面上側の帯３は、ボール収納部２となる帯である。ボール収納部２とな
る帯３は、両端部に留め部材６ａ，６ｂを有し、留め部材６ａ，６ｂを互いに嵌合させる
ことにより環状となるように構成されている。具体的には、帯３の一方の端部（図面左側
）の、巻き付けたときに外側になる面に面ファスナー６ｂ（Ｂ面：ループ面）が縫合され
ており、他方の端部（図面右側）の、巻き付けたときに内側になる面に面ファスナー６ａ
（Ａ面：フック面）が縫合されている。これにより、ボール収納部２（帯３）は、ボール
を巻きつけてボールを内部に収納することができ、両端部の面ファスナーのＡ面とＢ面を
嵌合させることで環状にしっかりと固定される。ボール収納部２となる帯３の長さは、内
部に収納するボールの大きさに合わせて適宜選択される。また、ボール収納部２となる帯
３は、両脚の開閉運動に合わせてある程度伸縮するようにするため、図示するように長手
方向に伸縮性を有する素材、例えばゴムで構成すると良いが、伸縮性を有さなくても良い
。
【００２２】
　すなわち、股関節運動補助具の長手方向のほぼ中央部（符号２）は、その内部にボール
を収納できるボール収納部である。ボール収納部は、ボールを両脚の間に挟むことと両脚
を開くことを繰り返した際にボールが落ちないようにすることを意図して構成されたもの
である。本実施形態のボール収納部は、両端部に留め部材（６ａ，６ｂ）が備えられた帯
状のものからなり、ボールの大きさに合わせて巻き付けて環状となって、ボールを保持す
ることが可能となるように構成されている。
【００２３】
　図２における図面下側の帯（符号４，８，９の部分）と、上側の帯３から分岐されてい
る帯７と、分岐されるまでの部分の帯３とは、右脚に巻き付ける右脚部、または、左脚に
巻き付ける左脚部となる帯である。右脚部、左脚部は、左右それぞれの大腿部（膝付近）
を巻きつけ固定するのに十分な長さである。
【００２４】
　符号４で示される部材（伸縮性素材）と符号８で示される部材（伸縮しにくい素材）と
は縫合されるなどして互いに離れないように接続されている。符号７で示される部材は、
伸縮しにくい素材である。脚に巻き付けられた時に外側（図面上側）となる面には、面フ
ァスナー（Ｂ面：ループ面）が設けられており、留め部材となる。ループ面が外側になる
ように取り付けられていれば、部材７全体が面ファスナーで構成されていてもよい。符号
９で示される部材は、面ファスナー（Ａ面：フック面）であり、符号８で示される部材の
上に縫い付けられ固定されている。
【００２５】
　左右それぞれに、部材９の面ファスナーＡ面を部材７の面ファスナーＢ面に勘合させる
ことで、それぞれが環状になり、片脚の大腿部に巻きつけることができる。図示するよう
に、大腿部の下側から上側へと巻きつけて大腿部の上面で固定するように構成されている
。そのほうが着脱しやすいと考えたからである。また、そうすることで、巻き付けて接合
した部分（面ファスナー７と面ファスナー９が合わさった部分）が大腿のほぼ上面に位置
することとなり、脇に位置する部分は伸縮性の乏しい部材８となるので、両脚を開いた際
に外れにくくなるという利点があるからである。
【００２６】
　幅（短手方向）は、特に限定されないが、利用する者の脚の太さ、間に挟むボールの大
きさ等を考慮し、細すぎず太すぎない幅である。左脚部及び右脚部は、細すぎると巻きつ
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けた際に大腿部に食い込んで痛みを感じやすくなるし、太すぎると巻きつけることが困難
かつ窮屈に感じるからである。また、ボール収納部は、幅が狭すぎるとボールが外に飛び
出してしまう恐れがあるからである。たとえば、一般的な運動不足の中高年者であれば、
股関節運動補助具１の幅は、７ｃｍ乃至１５ｃｍ程度が好ましい。
【００２７】
　上記のとおり、股関節運動補助具１は、左脚に巻きつける左脚部と、右脚に巻きつける
右脚部と、この左脚部と右脚部との間に、ボールを収納する空間となるボール収納部を有
している。ボール収納部は、両端部に留め部材が供えられた帯状の伸縮性素材からなり、
ボールの大きさに合わせて巻き付けて環状となってボールを保持可能になるように構成さ
れている。ボール収納部付近は、両脚の開閉運動が適度にできる程度の伸縮性素材で構成
されている。左脚部と右脚部のそれぞれは、着脱容易に巻きつけることができるように構
成されている。
【００２８】
　股関節運動補助具１の中央部付近、すなわち、左脚と右脚の間の部分に相当する領域は
、伸縮性素材で構成されている。その他の領域は、伸縮性をほとんど有しない素材で構成
されている。このことにより、座っている際に両脚の間にボールを挟んで両脚の開閉を繰
り返すなどして股関節を適度にストレッチ運動させることができ、筋力低下を抑えること
ができるとともに、過度な開脚を抑制することができる。
【００２９】
　股関節運動補助具１の全体を伸縮性素材で構成することも可能ではあるが、そうすると
、両脚を開こうとした際に全体的に伸びてしまい、開脚を抑制する力が弱くなる。そのた
め、中央部付近、すなわち両脚の間になる部分あたりのみを伸縮性素材で構成することが
好ましい。
【００３０】
　次に、本発明の股関節運動補助具１の使い方について説明する。
　股関節運動補助具１を着用する際（巻き付ける際）は、椅子に浅く腰かけ、股関節運動
補助具１の脚部下側（符号４，８の部分）の一方を片脚の大腿部の下に潜り込ませ、他方
を他方の脚の大腿部の下に潜り込ませて、中央Ｃが両脚のほぼ中央にくるようにし、左脚
部、右脚部のそれぞれの面ファスナー９を面ファスナー７の上に合わせて一旦軽く固定す
る。その後、中央部にボールを置き、ボール収納部２となる帯３をボールに巻き付け、面
ファスナー６ａ，６ｂでボールを固定する。できればボールの一番太いところが両脚大腿
部の膝付近の内側に当たるように、位置を調整するのが良い。そして、ちょうどよい抑え
具合の位置になるように、面ファスナー９を面ファスナー７に合わせてしっかりと固定す
る。これにより、左脚大腿部と右脚大腿部のそれぞれに巻き付けられ固定される。
着用する際の順序としては、上記では脚に巻き付けてからボールに巻き付けたが、ボール
に巻き付けてから脚に巻き付けてもよい。いずれの順序であっても、左脚部と右脚部がそ
れぞれ脚に巻き付けられて固定され、ボールがボール収納部２に収納されて（巻き付けら
れて）両脚（できれば膝付近）で挟めるようになっていればよい。
【００３１】
　ボール収納部２にボールを収納したままの股関節運動補助具１を着用できたら、着用し
たまま、両脚を少し閉じて両側からボールを抑えて数秒間待つことと、両脚を少し開くこ
ととを、複数回繰り返す。すなわち、着用したまま、適宜、両脚を左右に少し開閉させて
運動させる。そうすることで、股関節を適度にストレッチ運動させることができるととも
に、開脚をある程度抑制したまま、筋力低下を防ぐことができる。本発明の股関節運動補
助具１は、ボール収納部２を含めて両脚の間の部分が伸縮性素材で構成されているので、
両脚を左右に少し開閉させて軽く運動することができる。
【００３２】
　股関節運動補助具の着用をやめる際（外す際）は、各脚部の留め具（面ファスナー）の
嵌合を外して、脚から取り外せばよい。さらに、ボール収納部からボールを取り出せばよ
い。取り外した股関節運動補助具１は、可撓性を有し折りたたみ可能な素材（布やゴム等
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）でできているので、コンパクトに折りたたむことができ、軽いので持ち運びも容易であ
る。
【００３３】
（第２の実施形態）
　本発明を実施するための第２の実施形態について、図３乃至図７を参酌しながら説明す
る。図３は、本実施形態の股関節運動補助具を右脚と左脚の大腿部に巻きつけてボール収
納部にボールを収納した使用状態を正面（ひざ側）から見た模式的な図である。図４は、
本実施形態である股関節運動補助具を開いた状態で斜め上から見た模式的な斜視図である
。図５は、股関節運動補助具を上側（表側）から見た模式的な上面図であり、図６は、図
５の反対側（下側，裏側）から見た模式的な底面図であり、図７は、模式的な正面図であ
る。である。図５乃至７において、波形の２本線はその間が省略されていることを示す。
図４において、細い複数の線を付した領域（符号２乃至４）は、その部分が、伸縮性素材
、例えば、ゴムや、ウレタン等を含んだ布（スパンデックス等）で構成されており、少な
くとも長手方向の伸縮性を有していることを示している。
【００３４】
　図３乃至図７に示されるように、本実施形態の股関節運動補助具１０は、全体としては
細長く帯状（バンド状）である。その長手方向のほぼ中央部（符号２）は、ボール収納部
である。ボール収納部２は、その両端部（符号５）が短手方向に例えばカン止め縫製もし
くは圧着されて頑丈に固定されて、開けば環状になるように構成されている。その両側は
それぞれ二股に分かれた構成（図面上側の符号３，６，７の部分と、図面下側の符号４，
８，９の部分）とされている。股関節運動補助具１０は、全体としては、巻き付け自在と
なるよう可撓性を有する素材、例えば布等、で構成されている。
【００３５】
　股関節運動補助具１０の長手方向のほぼ中央部（符号２）は、その内部にボールを収納
できるボール収納部である。ボール収納部２は、ボールを収納し得る程度に、少なくとも
長手方向に伸縮性を有する素材で構成されている。例えば、ゴム、網状包帯のような布地
、ウレタン等を含んだ布地等で構成されている。これにより、内部に少々大きめのボール
を入れる場合であってもボール収納部２が伸びてボールを収納できる。短手方向にも伸縮
性を有する素材であれば、ボールの直径に対して多少幅狭であってもボールを収納しやす
いので、より好ましい。また、ボールを収納しないときには、伸びていないのでコンパク
トな構成となる。
【００３６】
　このボール収納部は、大きめのボール１つを収納できる程度の大きさに広がることが好
ましい。この場合において、「大きめのボール」とは、両脚大腿部の間に挟んで負担がか
からない範囲内で比較的大きめのボールである。利用者の大腿部の太さや長さ等にもよる
が、例えば、直径１０数センチメートルから２０数センチメートル程度の大きさのもので
あり、２０ｃｍ前後が好ましい。大きすぎると、両脚を開いてボールを挟む際にかえって
負担がかかると思われる。
【００３７】
　本実施形態は、主として、ボール収納部の構成が、巻き付け形ではなく、両端部があら
かじめ固定されて開けば環状になる構成であるという点が、第１の実施形態と異なる。他
の構成は、第１の実施形態と同様であるので省略する。
また、使い方は、ボールを収納する際にボール収納部を広げてボールを収納するという点
を除けば、第１の実施形態と同様であるので省略する。
【００３８】
（第３の実施形態）
　本発明を実施するための第３の実施形態について、図８及び図９を参酌しながら説明す
る。図８は、本実施形態の股関節運動補助具２０を右脚と左脚の大腿部に巻きつけてボー
ルを収納した使用状態を正面（ひざ側）から見た模式的な図である。図９は、本実施形態
の股関節運動補助具２０を開いた状態で斜め上から見た模式的な斜視図である。図９にお



(8) JP 2017-184881 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

いて、細い複数の線を付した領域（符号２乃至４）は、その部分が、伸縮性素材、例えば
、ゴムや、ウレタン等を含んだ布（スパンデックス等）で構成されており、少なくとも長
手方向の伸縮性を有していることを示している。
【００３９】
　図８及び図９に示されるように、第３の実施形態の股関節運動補助具２０は、全体が帯
状（バンド状）に構成され、その長手方向のほぼ中央（符号Ｃ）が短手方向に例えばカン
止め縫製もしくは圧着されて頑丈に固定されており、その両側は左右対称に、それぞれ二
股に分かれた構成（図面上側の符号３，６，７の部分と、図面下側の符号４，８，９の部
分）とされている。左右それぞれの部分において、図面上側の符号３で示す第１の部材と
図面下側の符号４で示す第２の部材とは、内部にボールを収納し得るように、符号５の位
置で第３の部材１１と縫合され接続されている。
【００４０】
　第１の部材３，第２の部材４，第３の部材１１は、いずれもゴム、網状包帯のような布
地、ウレタン等を含んだ布地等の可撓性を有する伸縮性素材で構成されているが、これら
は、すべて同じ素材である必要はなく、それぞれの箇所に適した伸縮性素材を適宜選択す
ることができる。図示するように広げるとほぼ環状の空間ができ、内部にボールを収納で
きる。ボールを取り除けばコンパクトになる。
【００４１】
　すなわち、第３の実施形態の股関節運動補助具は、第１，第２の実施形態と同様、全体
としては細長く帯状（バンド状）であり、その長手方向のほぼ中央部がボール収納部とな
っているが、ボール収納部は左右２つに分割された構成とされている。本実施形態のボー
ル収納部は、その上端が第１の部材３、下端が第２の部材４、左右両端が第３の部材１１
で構成されており、いずれの部材も少なくとも長手方向に伸縮性を有している。
【００４２】
　第３の実施形態で収納できるボールは、図示するように、左右に１個ずつ、合わせて２
個並べることとなるので、第１の実施形態のボールよりも小さなものであり、その大きさ
は、例えば拳（こぶし）１つ分とか、テニスボール程度の大きさ、すなわち直径５ｃｍ～
１０ｃｍ程度のものである。あまり大きいと２個並べて両脚（両ひざ）の間に挟むのが困
難になるからである。卓球ボール程度かそれより小さいものだと、小さすぎて両脚で挟み
込む運動をするには不適切と思われる。
【００４３】
　第３の実施形態では、収納するボールの大きさが直径数センチメートル程度であるから
、股関節運動補助具２０の幅（短手方向の長さ）も数センチメール程度でよい。すなわち
、比較的大きめ（直径１５～２５ｃｍ程度）のボールを収納することを想定している第１
，第２の実施形態のものよりも、本実施形態の股関節運動補助具は、幅狭にすることが可
能である。
その他の点は、第１，第２の実施形態と同様であるので説明を省略する。使い方も、ボー
ルを左右に１個ずつ収納する点を除けば、第１の実施形態と同様であるので説明を省略す
る。
【００４４】
　本発明の股関節運動補助具は、以上説明した通りの構成を採っているので、簡便に股関
節ストレッチ運動を行う補助ができると共に過度な開脚を抑制することができる。すなわ
ち、本発明によれば、両膝の間にボールを挟み、内側に力を入れて落とさないようにする
ことと、両脚を開くこととを繰り返すという股関節ストレッチ運動を補助することができ
ると共に、過度な開脚を抑制することができる。
　座っている時間が長く姿勢悪化やそれによる腰痛が起きやすい生活環境においても、両
脚の適度な開閉運動を繰り返すことにより、姿勢悪化を防止することができ、腰痛防止に
資することができる。股関節を適度に運動させることが家庭等で手軽にできることにより
、運動不足の中高年者、特に高齢者の健康維持に貢献することができる。
【００４５】
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　また、ボールも含めて両脚の大腿部に全体的に巻きつけるのではなく、両脚の間の部分
（左脚部と右脚部を繋ぐ部分）を縫い付けてしっかりと固定してあるので、左脚の大腿部
と右脚の大腿部をそれぞれ別に巻きつけることができ、フィット感をより感じることがで
きる。
　また、両脚の間の部分に伸縮素材を用い、他の部分には、伸縮性の乏しい素材を用いる
ことにより、座っている際に開脚を抑制しながらも、両脚の開閉を繰り返すなど適度に運
動させることができ、筋力低下を抑えることができる。
【００４６】
　なお、上記構成は、一例であり、本発明は上記構成に限られるものではない。本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で、自由に構成することができる。
　例えば、部材や仕上がりの幅や長さは、利用者の大腿部の太さ・厚み・長さによっては
、上記の幅や長さでは不適当な場合も生じうるので、その場合は、本発明の趣旨を逸脱し
ない範囲で、状況に応じて適切な幅や長さを選択することができる。
　また、伸縮性を有する部材についても、伸縮性をほとんど有さない部材についても、素
材は、目的に沿うように市販のものから適宜選択することができる。
　また、接続固定の方法についても、上記では、素材として布を採用したので縫合したが
、材料によっては、熱圧着などにより接続固定してもよい。
【符号の説明】
【００４７】
１…本発明の一実施形態に係る股関節運動補助具
Ｃ…股関節運動補助具の中央
２…ボール収納部
３…伸縮性素材からなる帯状の第１の部材
４…伸縮性素材からなる帯状の第２の部材
５…ボール収納部の両端（ボール収納部と左脚部・右脚部との各接続部）
６…伸縮性をほとんど有さない素材からなる帯状の部材
６ａ…面ファスナー（Ａ面：フック面）
６ｂ…面ファスナー（Ｂ面：ループ面）
７…面ファスナー（Ｂ面：ループ面）
８…伸縮性をほとんど有さない素材からなる帯状の部材
９…面ファスナー（Ａ面：フック面）
１０…本発明の第２の実施形態に係る股関節運動補助具
１１…伸縮性素材からなる第３の部材
２０…本発明の第３の実施形態に係る股関節運動補助具
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